
社会福祉法人 諒 和 会 定 款

第一章 総則

（目的）

第1条 この社会福祉法人（以下「法人」という。）は、 多様な福祉サ ー ビスがそ

の利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、

利用者が、 個人の尊厳を保持しつつ、 自立した生活を地域社会において営む

ことができるよう支援することを目的として、 次の社会福祉事業を行なう。

(1) 第1種社会福祉事業

（イ） 特別養護老人ホ ー ムの経営

(2) 第2種社会福祉事業

（イ） 老人デイサ ー ビス事業の経営

（口） 老人短期入所事業の経営

（ハ） 認知症対応型共同生活介護事業の経営

（二） 生活困窮者支援事業

（名称）

第2条 この法人は、 社会福祉法人諒和会という。

（経営の原則等）

第3条 この法人は、 すべての人と地域社会への感謝の心をもとに、 日本の伝統的

な心のあり方を大切にしながら、 社会福祉事業の主たる担い手としてふさわ

しい事業を確実、 効果的かつ適正に行うため、 自主的にその経営基盤の強化

を図るとともに、 求められるサ ー ビスを的確に提供し、 またその提供する福

祉サ ー ビスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、 もって地域福

祉の増進に努めるものとする。

2 この法人は、 地域福祉に貢献する取組として、 （地域の高齢者、 経済的に

困窮する者 等）を支援するため、 無料又は低額な料金で福祉サ ー ビスなら

びに相談支援を積極的に提供するものとする。

（事務所の所在地）

第4条 この法人の事務所を熊本県熊本市西区松尾町近津1361番に置く。

第二章 評鏃員
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第十章 公告の方法その他

（公告の方法）

第40条 この法人の公告は、 社会福祉法人諒和会の掲示場に掲示するとともに、 官

報、 新聞又は電子公告に掲載して行う。

（施行細則）

第41条 この定款の施行についての細則は、 理事会において定める。

附 則

この法人の設立当初の役員次のとおりとする。 ただし、 この法人の成立後遅滞な

く、 この定款に基づき、 役員の選任を行うものとする。

理事長 下川 亨

理 事 木村 仁、 江口 正幸、 中村 幸人、 室原 良治、 下川 みどり、

黒田 正明

監 事 三浦 暁美、 内村 保治

本定款は平成29年4月1日より施行する。

本定款は令和4年1 2月9日より施行する。
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